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くまもと市政だよりへの広告（後半ページ下欄）を募集中。販売代理店の（株）ホープ（☎092-716-1401）へ。※広告内容などは本市が推奨するものではありません。

市外局番 096 を省略しています◦「〒860-8601」は市役所専用番号です。住所の記載なしで郵便物が届きます。

 大雨や台風に備えて
空き家の管理を  

空き家は管理を怠ると、近隣に被害
をもたらすことがあります。
【事前の備え】屋根、壁、敷地内の樹木な
どを点検し、建物の補修などが必要な
いか事前に確認しましょう。風雨が強
くなってからの点検や補修は非常に
危険です。
【事後の確認】風雨が収まったら現地に
行き、再度、危険がないか必ず確認し
ましょう。近隣に迷惑をかけた場合、
適正に管理されていないと所有者や
管理者の責任となることがあります。
  （空家対策課　☎328-2514）

 美化協定締結団体を
募集しています  

地域のボランティア清掃などを行
う団体と美化協定を締結しています。
協定を結び、継続的に美化活動を行
う団体には次のような支援を行って
います。
・活動に必要な用具（ほうき・ごみ袋・
軍手・ちりとり）を提供
・活動で発生した清掃ごみの無料回
収
・定期的な活動の実績があれば、市の
負担によるボランティア保険への
加入も可能
詳しくは、ごみ減量推進課（☎328-
2365）へ。

 グリストラップの
維持管理は適切に！  

下水道条例では、油脂を多量に出す
飲食店やガソリンスタンドなどに対
して、油脂しゃ断装置（グリストラッ
プなど）の設置を義務付けています。
設置後も定期的な清掃や浮上油の回
収等の維持管理が必要です。管理を怠
ると下水道管内での詰まりや害虫・悪
臭の原因となります。回収した油脂
は、産業廃棄物として適正に処理しま
しょう。
  （水再生課　☎381-1157）

 合併処理浄化槽へ転換しましょう 
単独処理浄化槽やくみ取便所から
生活排水を処理する合併処理浄化槽
へ転換しましょう。転換による設置補
助については、市ホームページまたは
電話で確認ください。
※下水道処理区域では下水道に接続
してください。
  （浄化対策課　☎328-2366）

 下水道事業受益者負担金の決定通
知書と納入通知書を送付します  

下水道事業受益者負担金とは、公共
下水道が整備された地区の土地に対
し、下水道整備費用の一部を一度だけ
負担してもらうものです。
8月に受益者負担金の決定通知書
を送付し、納入通知書は納期月（一括
払いは8月のみ、分割払いは8・10・
12・2月の年4回の3年間）ごとに送付
します。納期限日は、各納期月の25日
です。
分割納付を選択した方は、10月以
降の納期分から口座振替で納付でき
ますので金融機関・郵便局で手続きを
行ってください。
※受益者負担金の申告書を提出して
いない場合でも、申告書送付時点で
の登記簿上の土地所有者の方に送
付します。
詳しくは、給排水設備課（☎381-
1153）へ。
  （給排水設備課　☎381-1153）

 排水設備工事責任技術者
資格認定試験  

  日  11月10日（日）午前9時15分～11
時半  場  熊本学園大学（中央区大江2
丁目5-1）  費  受験料5,000円  申  8月
15日～9月20日午後5時までに申込
書を記入し、郵送（当日消印有効）また
は持参で〒862-0950中央区水前寺
6丁目2-45（公財）熊本市上下水道
サービス公社へ
【試験案内・申込書配布】  期  8月1日（木）
～  場  給排水設備課で配布または（公
財）熊本市上下水道サービス公社ホー
ムページ（http://wsc.kumamoto.
jp/）からダウンロード可
※希望する方には講習会を行います
（有料）。
詳しくは、（公財）熊本市上下水道
サービス公社（☎288-7362）へ。
  （給排水設備課　☎381-1153）

 「はかり」の定期検査  
日時 場所

8月5日（月）
午後1時～3時 川尻公会堂　玄関

8月6日（火）
午後1時～3時

日吉小学校
玄関エントランス

  内  商店や病院などで、取引または証
明に使用している「はかり」の検査。家
庭用計量器（キッチンスケール・ヘル
スメーターなど）の検査（無料）も併せ
て行います
  （計量検査所　☎369-0610）

 消防団員を募集しています  
消防団は郷土愛護の精神を基調と
し、「自分たちの街は自分たちで守る」
を基本理念に、昼夜、地域防災・消防広
報などの活動を行っています。
熊本地震の際もさまざまな分野で
活動し、市民からの信頼も大きなもの
になっています。
それぞれ本業をもった人たちで構
成される消防団ですが、災害等活動中
の身分は特別職の地方公務員であり、
報酬・費用弁償等の各種手当も支給さ
れます。入団資格は「熊本市内に居住
又は勤務する18歳以上で、心身が健
康な方」です。男女は問いません。
また、通常の消防団員とは別に、市
内の大学生や専門学生を対象に、災害
現場に出動せず後方での支援活動を
目的とした機能別消防団員「防災サ
ポーター」制度を平成26年から導入
しています。
興味のある方は、消防局警防課消防
団班（☎372-2770）へ。

 高齢運転者の
交通事故防止へのお願い  

全国的に、尊い命が失われる交通事
故が相次いでいます。特に高齢運転者
は、加齢に伴う身体機能などの変化が
交通行動に大きく影響します。交通事
故防止のため家族で話し合う機会を
持ちましょう。
【運転免許自主返納者への支援】
65歳以上の運転免許自主返納者へ
の運賃割引制度があります。
  内  熊本市電、熊本電気鉄道が運行す
る電車、熊本県内全域の一般路線バス
で運賃が普通旅客運賃の半額で利用
できます。
詳しくは、各交通事業者へ。

【運転免許返納者への特典】
運転免許を自主返納された方に、感
謝状等をプレゼントしています（熊本
中央警察署での返納のみ）。
  日  平日午前8時半～午後4時半  場  熊
本中央警察署  持  申請者本人の運転免
許証と印鑑
詳しくは、熊本中央警察署（☎323-
0110）へ。
【運転適性相談窓口】
運転に不安がある高齢者や家族の
相談を受け付けます。
  場  県運転免許センター  申  電話で熊
本県警察本部運転免許課（☎233-
0110 平日午前9時～午後5時）へ
【75歳以上運転者の認知機能チェック】
75歳以上の方で、一定の交通違反
をした場合は、臨時認知機能検査を受
けることになります。
また、運転免許更新時の認知機能検
査や臨時認知機能検査で「認知症のお
それがある」と判定された方は、臨時
適性検査（医師の診断）を受けるか、ま
たは、主治医等の診断書を提出しなけ
ればなりません。
詳しくは、熊本県警察本部運転免許
課（☎233-0110）へ。

  （生活安全課　☎328-2397）

 飲食物のバザー開催時は
「バザー等開催届」の提出を  

地域や学校等の行事で、食品営業者
以外の方が飲食物のバザーを行う場
合は、「バザー等開催届」を提出しま
しょう。安全に食品を提供するための
注意点を説明します。
詳しくはホームページ（http://
www.kumamoto -
shoku . j p /an zen_
anshin/eisei/bazaar.
html）へ。
  （食品保健課　☎364-3188）

 セアカゴケグモにご注意を  
平成25年8月以降、特定外来生物で
毒を持つ「セアカゴケグモ」が、市内で
も確認されています。大きさは約
1cm（成体・メス）、色は全体が黒また
は褐色で背中と腹に赤い特徴的な模
様があります。見つけても素手では触
らないようにし、市販の家庭用殺虫剤
を噴射するか靴で踏み潰して駆除し
てください。もし咬まれたときは、速
やかに医療機関を受診しましょう。詳
しくは、生活衛生課へ。
  （生活衛生課　☎364-3187）

 雷・花火による犬の迷子にご用心！ 
○犬は雷・花火が苦手です

雷や花火などの大きな音でパ
ニックになり、逃げ出す可能性があ
ります。雷が鳴りそうな日や花火大
会の日は、犬が逃げ出さないように
事前に玄関や車庫の中に入れてお
きましょう。

○事前に確認しておきましょう！
首輪やリードが老朽化していな
いか、玄関や門の戸締りは万全か、
日頃から確認しておきましょう。

○迷子札をつけましょう
万が一迷子になっても飼い主を
特定できるように、首輪には飼い主
の名前や電話番号などを記した迷
子札を必ずつけましょう。犬の鑑札
や狂犬病予防注射済票も迷子札と
して活用できます。

○もし飼い犬が迷子になってしまっ
たら？
熊本市内で迷子になった場合は、
市動物愛護センターと最寄りの警
察署にすぐに連絡をしてください。

（市動物愛護センター　☎380-2153）

 犬と猫の休日譲渡会  
  日  8月25日（日）犬の譲渡前講習会：
午前10時～（受講済の方は不要）、犬
の譲渡受付：午前11時～11時半、猫
の譲渡受付：午前 10 時～11 時半 
  場  市動物愛護センター  費  犬の譲渡
には、登録手数料と狂犬病予防注射料
金（各3,000円）が必要 ※市動物愛護
センターが保護してい
る犬猫の譲渡会です。譲
渡には条件あり。電話ま
たは市ホームページで↗ ↗


